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弘前市文化芸術振興計画に掲げる「基本理念」について 

 

【基本理念の検討にあたって】 

本計画を策定するにあたり抽出した課題と、その課題に対する取り組み、さらに審議会（令和３

年３月２４日）での議論を踏まえ、基本理念にふさわしいキーワードを検討し、「単に先人が築き育

んできた文化を守り、次の世代につなぐのではなく、新たな文化の創造を支え、文化芸術を様々な

分野と有機的に結びつけて活用し、地域のさらなる発展つなげる」というイメージをもって、次の

３つを基本理念（案）といたしました。 

審議会においては、この３つの案をもって、ご議論いただきたいと存じます。 

 

【基本理念（案）】 

 

（案１） 

「文化芸術を享受・創造・発信できる 文化の薫り高いまち」 

 

 

 

（案２） 

「文化の薫りに包まれ 新たな時代を拓く人が育つ 文化都市ひろさき」 

 

 

 

（案３） 

「文化芸術のちからで 豊かな未来をはぐくむ 歴史・文化が息づくまち」 
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